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 陽春の候、保護者のみなさまにおかれましてはますますご健勝のこととお喜び申

し上げます。平素は本校の教育活動にご理解とご協力をいただき深く感謝いたします。    

さて、県内に「まん延防止等重点措置」が適用された後も感染者が急増しているこ

とを踏まえ、新型コロナウイルス感染症にかかる丹波市教育委員会の対応方針が改訂

された旨、連絡がありました。 

つきましては、上久下小学校では、丹波市教育委員会の方針等に基づき、今後の対

応について下記のとおりとします。児童の健康・安全を最優先に、感染防止に一層努

めてまいりますので、保護者のみなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

なお、今後の状況の変化に応じて、変更が生じることがあることを申し添えます。 

 

 

記 

 

 

１ 教育活動 

（１）県内に「まん延防止等重点措置」が適用された後も感染者が急増していること、

学校内での感染拡大の恐れが高くなっていることを念頭に、十分な感染防止対策

を実施したうえで、教育活動を継続します。 

（２）県外で活動する場合（修学旅行を含む）においては、感染防止対策がとられて

いることを確認のうえ、実施時期、実施場所、参加人数、移動方法などを十分に

検討のうえ実施します。 

（３）特に、感染拡大を予防するため、緊急事態措置区域での活動は見合わせるとと

もに、まん延防止等重点措置実施区域など著しく感染が拡大している地域や国が

定めるステージ３や４、都道府県の発表する感染状況など客観的な感染状況を踏

まえ、活動地域については慎重に選定します。 

 



２ 感染防止対策【４月１６日(金)～５月５日(水)までの取扱い】 

これまでの感染防止対策を徹底するとともに、感染状況を踏まえ、次のとおりと

します。 

（１）児童の毎日の登校前の健康観察を、改めてお願いするとともに、児童はもとよ

り、同居の家族に発熱等の風邪症状や PCR検査を受けている場合は登校を控える

ようお願いします。（その場合は、出席停止とします） 

また、同様の理由で欠席する場合も、出席停止となります。 

（２）登校等についての相談は、電話にて学校までお願いします。 

                     （窓口:教頭 ７８－０５０４） 

 

３ 学校関係者に感染が判明した場合について 

  丹波市教育委員会の定める令和３年１月２０日時点の「学校関係者に新型コロナ 

ウイルス感染が判明した場合の対応について」（下記 URL参照）に基づいて対応しま 

す。また、人権、個人情報の保護に十分な配慮をお願いします。 

 

 

 

 

【丹波市教育委員会ホームページ】 

 令和 3 年 1 月 20 日時点、学校関係者に新型コロナウイルス感染が判明した場合

の対応について 

 

https://www.city.tamba.lg.jp/uploaded/attachment/54218.pdf 


